
　30点の「お雛さま」と150点の「吊るし飾り」がみやびで昔懐かしい空
間へとご案内します。入場無料です。
■日　時　2月23日（土）～3月3日（日）　午前10時～午後4時
　※　2月25日（月）は休館
■場　所　町勤労福祉センター（エスペランス丸山）
■イベント
　【琴の演奏会】2月24日（日）、3月3日（日）午前11時～午前11時30分
　【布小物づくり（各日先着20人）】2月26日（火）～3月1日（金）午前10時30分～午前11時30分
　【折り紙講習（各日先着20人）】　2月26日（火）～3月1日（金）午後1時30分～午後2時30分
県内の博物館・資料館などを巡るひなまつりスタンプラリー同時開催中〔2月2日（土）～3月3日（日）※　月曜日は
休館ですが、2月11日（月・祝）は開館しています〕

■問い合わせ先　産業観光課観光係　（48）1111（内1227）

お雛さまと吊るし飾り展を開催

□良いことと悪いことを分かってもらうために、叩くな
どしてしつけている。

□言うことを聞かないので、ついつい怒鳴ったり、のの
しったりすることがある。

□ベッドに縛り付けたり、薬を過剰に服用させたりして
身体拘束・抑制をする。

□忙しくて入浴や身体を拭くなどの世話はめったにしない。
□忙しくて空腹状態を長時間我慢してもらうことがある。
□おもらししないよう、水分は控えめにしている。
□本人も分からないと思うので、室内のごみや汚物の

片付けは後回しにしている。
□経済的な理由もあり、通院・介護サービスの利用など

は控えている。

□子ども扱いするなど侮辱してしまうことがある。
□高齢者の話し掛けに対して意図的に無視する。
□排せつの失敗を嘲笑したり、人前で話したりすること

がある。
□排せつを失敗したため、下半身を裸にして放置するこ

とがある。
□キスや性器への接触、性行為を強要したりすることが

ある。
□日常生活に必要な金を渡していない。
□本人の財産を無断で売却する。
□年金手帳、預金通帳などを管理し、本人に無断で使う

ことがある。

　当てはまる場合や心配・困りごとがあれば問い合わせ先まで相談してください。
■問い合わせ先　町地域包括支援センター　（48）1111（内1127・1128）

①　心理的虐待：威圧的な言葉や態度で脅す、無視、嫌がらせによって精神的な苦痛を与え
ること。

②　世話の放棄：介護や生活の世話を放棄すること。 
③　身体的虐待：暴力行為、外部との接触を意図的・継続的に遮断すること。
④　経済的虐待：本人にとって必要な金銭を理由なく制限すること。本人の合意なしに財産

や金銭を使用すること。
⑤　性的虐待：本人の嫌がる性的な行為やその強要をすること。

▽　介護疲れやストレス　例：高齢者が身の回りのことをできなくなった。
▽　孤独　例：介護の協力者・相談者がいない。
▽　人間関係に問題がある　例：高齢者との折り合いが悪い。
▽　経済的な依存　例：高齢者の年金収入で生活している。

　高齢者虐待とは、高齢者（65歳以上）を世話する家族など
による虐待や要介護施設従事者などによる虐待のことです。
虐待が起きる背景には次の要因があります。

チェックしてください。
「介護のつもり」が「虐待」の場合もあります

高齢者虐待には5つの種類があります

防ごう

高齢者
虐待
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